
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 及 び 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 契 約 規 程 の 一 部

を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ６ 年 ４ 月 30日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 25号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 及 び 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 契 約

規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

 （ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管

理 規 程 第 27号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（公金の徴収等の委託に係る証明書の交

付） 

（公金の徴収等の委託に係る証明書の交

付） 

第 18条  企業長は、地方公営企業法（昭和

27年 法 律 第 292号 。 以 下 「 地 企 法 」 と い

う。）第 33条の２において準用する地方

自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「自

治法」という。）第243条の２第１項の規

定による公金の徴収又は収納の事務の委

託 を し た と き は 、 当 該 委 託 を 受 け た 者

（ 以 下 「 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 」 と い

う。）に対し証明書を交付する。 

 

第 18条  企業長は、地企令第 26条の４の規

定による公金の徴収又は収納の事務の委

託をしたときは、受託者（以下「公金徴

収事務等受託者」という。）に対し証明

書を交付する。 

 

（納付の方法） （納付の方法） 

第 23条  納入通知書を受けた者又は納付書

により納付しようとする者は、これに現

金を添えて納付しなければならない。た

だし、指定公金事務取扱者又は指定納付

受託者に納付させる場合はこの限りでは

ない。 

 

第 23条  納入通知書を受けた者又は納付書

により納付しようとする者は、これに現

金を添えて納付しなければならない。た

だし、公金徴収事務等受託者又は指定納

付受託者に納付させる場合はこの限りで

はない。 

（金銭出納員等の直接収納） （金銭出納員等の直接収納） 

第 31条  金銭出納員、分任金銭出納員、現

金取扱員、出納取扱金融機関等又は指定

公金事務取扱者は、収入の納付を受けた

場合は、領収印を押印して領収を証する

書面（以下「領収書等」という。）を当

該 納 入 義 務 者 に 交 付 し な け れ ば な ら な

い。ただし、口座振替の方法又は指定納

第 31条  金銭出納員、分任金銭出納員、現

金取扱員、出納取扱金融機関等又は公金

徴収事務等受託者は、収入の納付を受け

た場合は、領収印を押印して領収を証す

る書面（以下「領収書等」という。）を

当該納入義務者に交付しなければならな

い。ただし、口座振替の方法又は指定納



付受託者による納付があった場合は、領

収書等を発行しないことができる。 

付受託者による納付があった場合は、領

収書等を発行しないことができる。 

２  金銭出納員、分任金銭出納員、現金取

扱員、出納取扱金融機関等又は指定公金

事務取扱者が証券を受領したときは、領

収書等の余白に証券の金額及び「証券受

領」を付記しなければならない。 

 

２  金銭出納員、分任金銭出納員、現金取

扱員、出納取扱金融機関等又は公金徴収

事務等受託者が証券を受領したときは、

領収書等の余白に証券の金額及び「証券

受領」を付記しなければならない。 

 

（収納金の取扱い） （収納金の取扱い） 

第 32条  現金取扱員は、現金を収納した場

合は、当該現金をその内訳を示す書類を

添えて即日又はその翌日に分任金銭出納

員に引き継がなければならない。第 19条

ただし書の規定により、収納した現金を

分任金銭出納員に引き継ぐよう定められ

た指定公金事務取扱者についても同様と

する。 

第 32条  現金取扱員は、現金を収納した場

合は、当該現金をその内訳を示す書類を

添えて即日又はその翌日に分任金銭出納

員に引き継がなければならない。第 19条

ただし書の規定により、収納した現金を

分任金銭出納員に引き継ぐよう定められ

た公金徴収事務等受託者についても同様

とする。 

２～４ （略） 

 

２～４ （略） 

 

（支出事務の委託） （支出事務の委託） 

第 42条  地企法第 33条の２において準用す

る自治法第243条の２の６第２項の規定に

より、必要な資金を交付して、指定公金

事務取扱者に支出の事務を委託するとき

は、前３条の規定を準用する。 

 

第 42条  地企令第 21条の 11第１項の規定に

より、必要な資金を交付して、私人に支

出の事務を委託するときは、前３条の規

定を準用する。 

 

（支払方法） （支払方法） 

第50条  （略） 第50条  （略） 

(１ ) （略） (１ ) （略） 

(２ ) 企業団内払（地企令第 21条の 11第

１ 項ただし 書の規定 により、 出納取扱

金 融機関を して現金 で支払を させるこ

と （ 以 下 「 団 内 払 」 と い う 。 ） を い

う。） 

(２ ) 企業団内払（地企令第 21条の 12第

１ 項ただし 書の規定 により、 出納取扱

金 融機関を して現金 で支払を させるこ

と （ 以 下 「 団 内 払 」 と い う 。 ） を い

う。） 

(３ ) （略） 

 

(３ ) （略） 

 

（証券の受領拒絶） （証券の受領拒絶） 

第 65条 の ２  金 銭 出 納 員 、 分 任 金 銭 出 納

員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及

び指定公金事務取扱者は、納入義務者が

収入の納付に用いた証券の支払が確実で

ないと認める場合は、その受領を拒絶し

第 65条 の ２  金 銭 出 納 員 、 分 任 金 銭 出 納

員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及

び公金徴収事務等受託者は、納入義務者

が収入の納付に用いた証券の支払が確実

でないと認める場合は、その受領を拒絶



なければならない。 

 

しなければならない。 

 

（証券の支払拒絶の場合の収入取消等） （証券の支払拒絶の場合の収入取消等） 

第66条  （略）  第 66条  （略）  

２・３ （略） ２・３ （略） 

４  第１項又は前項において準用する第１

項の規定にかかわらず、金銭出納員、分

任金銭出納員、現金取扱員又は指定公金

事務取扱者が収納した証券の支払の拒絶

があったときは、出納取扱金融機関は、

第２項又は前項において準用する第１項

の規定による報告の際に、当該証券を金

銭出納員に返付しなければならない。 

４  第１項又は前項において準用する第１

項の規定にかかわらず、金銭出納員、分

任金銭出納員、現金取扱員又は公金徴収

事務等受託者が収納した証券の支払の拒

絶 が あ っ た と き は 、 出 納 取 扱 金 融 機 関

は、第２項又は前項において準用する第

１項の規定による報告の際に、当該証券

を 金 銭 出 納 員 に 返 付 し な け れ ば な ら な

い。 

５・６ （略） 

 

５・６ （略） 

 

（決算の総括） （決算の総括） 

第 138条  経営管理部長は、決算に関する事

務を総括し、翌事業年度の５月末日まで

に地企法第 30条第１項の決算に関する書

類 （ 以 下 「 決 算 書 」 と い う 。 ） を 作 成

し、企業長に報告しなければならない。

なお、キャッシュ・フロー計算書の作成

は、予定キャッシュ・フロー計算書作成

と同じ方法によるものとする。 

第 138条  経営管理部長は、決算に関する事

務を総括し、翌事業年度の５月末日まで

に 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 27年 法 律 第 292

号。以下「地企法」という。）第 30条第

１ 項 の 決 算 に 関 す る 書 類 （ 以 下 「 決 算

書」という。）を作成し、企業長に報告

し な け れ ば な ら な い 。 な お 、 キ ャ ッ シ

ュ・フロー計算書の作成は、予定キャッ

シュ・フロー計算書作成と同じ方法によ

るものとする。 

（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 契 約 規 程 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 契 約 規 程 （ 平 成 31年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管

理 規 程 第 19号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（随意契約の限度額） （随意契約の限度額） 

第 11条  地方公営企業法施行令（昭和 27年

政令第403号。以下「地企令」という。）

第 21条の 13第１項第１号の管理規程で定

める額は、次の各号に掲げる契約の種類

に応じ、当該各号に定める額とする。 

第 11条  地方公営企業法施行令（昭和 27年

政令第403号。以下「地企令」という。）

第 21条の 14第１項第１号の管理規程で定

める額は、次の各号に掲げる契約の種類

に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１ )～(６) （略） 

 

(１ )～ (６) （略） 

 



（随意契約の手続） （随意契約の手続） 

第 12条  地企令第 21条の 13第１項第３号及

び第４号の管理規程で定める手続は、次

に掲げる手続とする。 

第 12条  地企令第 21条の 14第１項第３号及

び第４号の管理規程で定める手続は、次

に掲げる手続とする。 

(１ ) 毎年度の当初に、当該年度の地企

令 第 21条の 13第３号 又は第４ 号の規定

に より随意 契約によ り締結す る契約に

係 る物品又 は役務の 提供の業 務の発注

の 見通しを 、別に定 めるとこ ろにより

公表すること。 

(１ ) 毎年度の当初に、当該年度の地企

令 第 21条の 14第３号 又は第４ 号の規定

に より随意 契約によ り締結す る契約に

係 る物品又 は役務の 提供の業 務の発注

の 見通しを 、別に定 めるとこ ろにより

公表すること。 

(２ )・(３) （略） 

 

(２ )・ (３) （略） 

 

（契約保証金） （契約保証金） 

第 28条  地企令第 21条の 14の管理規程で定

める契約保証金の率は、契約金額の100分

の５以上とする。ただし、建設業法の適

用を受ける工事の契約に係る契約保証金

の率は、100分の10以上とする。 

 

第 28条  地企令第 21条の 15の管理規程で定

める契約保証金の率は、契約金額の100分

の５以上とする。ただし、建設業法の適

用を受ける工事の契約に係る契約保証金

の率は、100分の10以上とする。 

 

（契約履行の確保） （契約履行の確保） 

第34条  （略）  第 34条  （略）  

２  指定された職員は、前項の検査をした

ときは直ちに検査調書を作成しなければ

ならない。ただし、自治令第167条の 15第

３項に該当する場合又は当該検査に係る

契約の契約金額が１件150万円以下である

とき若しくは当該契約が企業長が別に定

めるものに該当するときは、納品書、工

事の完成通知書又は請求書等にその旨を

記載の上署名してこれに代えることがで

きる。 

２  指定された職員は、前項の検査をした

ときは直ちに検査調書を作成しなければ

ならない。ただし、自治令第167条の 15第

３項に該当する場合又は当該検査に係る

契約の契約金額が１件150万円以下である

とき若しくは当該契約が企業長が別に定

めるものに該当するときは、納品書、工

事の完成通知書又は請求書等にその旨を

記載の上記名押印してこれに代えること

ができる。 

３ （略） ３ （略） 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


